
入 札 公 告 

 
平成２５年６月７日 

                
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
理 事 長   前  田   豊   

 
１ 競争入札に付する事項 

件名及び数量 
「空調機更新据え付け工事 一式」 
 

２ 競争参加資格に関する事項 

（１） 契約を締結する能力を有しないと認められる者又は破産者で復権を得ていない者でな

いこと。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者はこの限りではない。 

（２） 以下の一に該当すると認められる場合は、その事実があった後２年間を経過している

者であること。なお、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者について

も同様とする。 

① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者。 

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るため

に連合した者。 

    ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 

  ④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。 

  ⑤ 正当な理由が無くて契約を履行しなかった者。 

⑥ ①～⑤の一に該当する事実があった後２年間を経過しない者を、契約の履行に当た

り、代理人、支配人その他使用人として使用した者。 

（３）平成 25・26・27 年度の厚生労働省競争参加資格において、厚生労働省大臣官房会計課

長より「建設工事」のうち「管工事」で A、B、C 又は D 等級に格付けされている者。 

（４）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置でき 

ること。 

（ア）1 級または 2 級管工事施工管理技士の資格を有する者であること。 

（５）官庁から指名停止を受けている期間に該当しない者。 

（６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営支配する建設業者又はこれに準ずるものと

して、官公署から排除要請があり、当該状態が継続しているものではないこと。 
 

３ 入札及び開札の日時及び場所 

日時 平成２５年６月２５日（火）１０：００ 

場所 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 本部棟３階 総務課会議室 
 
４ 仕様書に対する質問 

仕様書に対する質問がある場合は、次に従い提出することができる。 
（１）受付期間及び方法 

平成２５年６月１９日（水）１７時００分まで 
FAX（A４、様式自由）にて受け付ける。  

  （２）受付先 
住所：東京都清瀬市梅園１－４－６ 
独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務部総務課 経理第一係 
ＴＥＬ：（０４２）４９１－４５１２（内線：２２９） 
ＦＡＸ：（０４２）４９１－７８４６ 

（３）回答 
    平成２５年６月２１日（金）までに回答する。 



 
５ その他 
（１）入札保証金に関する事項 

入札保証金の納付を免除する。 
（２）入札の無効 

上記２に示した競争参加資格を有しない者のした入札は、これを無効とする。 
（３）契約書作成の要否 

 要。 
（４）契約に係る情報の公表に関する事項 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有

する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引

等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 

これに基づき、別紙のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームペ

ージで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意

の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお

願いいたします。 

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさ

せていただきますので、ご了知願います。 

以  上 



＜独立行政法人の契約に係る情報の公表＞ 

 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と

契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況につい

て情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 
 これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページ

で公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、

応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたし

ます。 
 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせて

いただきますので、ご了知願います。 

（１）公表の対象となる契約先 
次のいずれにも該当する契約先 

① 当研究所において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課

長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再

就職していること 
② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めている

こと 
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 

（２）公表する情報 
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締

結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 
① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当研究所ＯＢ）の人数、職名

及び当研究所における最終職名 
② 当研究所との間の取引高 
③ 総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次の区分のい

ずれかに該当する旨 
３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 
（３）当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職している当研究所ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び

当研究所における最終職名等） 
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高 

（４）公表日 
契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（4 月に締結した契約について

は原則として 93日以内） 

（５）その他 
   応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をして

いただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ます

ので、ご了知願います。 
 

（別紙） 



 

 

入札説明書 

 

１ 競争に付するもの 

「空調機更新据え付け工事 一式」 

 

２ 工事の内容・規格・数量 

  仕様書のとおり。 

 

３ 履行期限及び場所 

  期限 平成２５年１０月３１日（木） 

  場所 独立行政法人労働安全衛生総合研究所（清瀬地区） 

      

４ 支払条件 

  履行完了の確認をもって支払うものとする。 

 

５ 入札心得 

（１）入札価格は、本件の履行にかかる費用の総額に消費税等相当額を加えた金額とする。 

（２）落札者は、当法人の定める予定価格の制限の範囲内で最低価格を提示した者とし、

当該入札価格をもって落札金額とする。 

（３）入札書の形式は任意とする。（参考：別紙様式１） 

（４）入札書の宛名は、「独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長」宛とすること。 

（５）入札書には、社名及び代表者名の記入、社印及び代表者印を押印すること。 

（６）代表者以外の者が入札する場合は、委任状を持参すること。（参考：別紙様式２） 

（７）入札書における金額訂正は行わないこと。 

（８）入札の最低価格が予定価格を超えている場合はその場で再度入札を行うので、その

ための入札書を用意すること。 

（９）落札とすべき同額の入札をした者が２人以上いるときは、直ちに当該入札参加者に

くじを引かせ、落札者を決定する。 

 

６ 入札者に求められる義務 

（１）この入札に参加を希望する者は、入札公告２（３）の競争参加資格を有することを

証明する書類を平成２５年６月２１日（金）までに提出しなければならない。 

（２）平成２５年６月１９日（水）１７：００までに現場調査を行った上で、上記書類を

提出すること。現場調査する日時は、当研究所に電話連絡の上、調整すること。 

 

７ その他 

  入札説明書についての不明点、入札書類等に関することは独立行政法人労働安全衛生

総合研究所総務部総務課経理第一係に問い合わせて下さい。 

   ＴＥＬ：０４２－４９１－４５１２（内線：２２９）松下、櫻井 

 

以  上 



別紙様式１ 
 

入  札  書 
 
 
 
 
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 理事長 殿 
 
 
 
 
１ 件 名  
「空調機更新据え付け工事 一式」 

 
 
 
 
２ 金 額  ￥            －（税込） 
 
 
 
上記のとおり入札いたします。 
 
 
 
 
 
 
           平成２５年  月  日 

 
入札者  住 所 

                 会 社 名 
                 代表者名             印 
                 代理人名             印 



別紙様式２ 
 

委  任  状 
 
 
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 理事長 殿 
 
 
      は          を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。 
 
 

記 
 
 
１ 委任する行為 
 「空調機更新据え付け工事 一式」の一般競争入札に係る入札書の提出に関する一切の行為 
 
 
２ 委任する期日 
   平成    年    月    日 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日 
 
               住 所 
               会 社 名 
               代 表 者                   印 
               代理人氏名                   印 
 



仕 様 書  
 

 

１  工事件名  

「空調機更新据え付け工事 一式」  

 

 

２  工事場所  

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 清瀬地区  

東京都清瀬市梅園１－４－６  

 

 

３  工事概要  

既存の室内機及び室外機を、下記の型式・能力・数量の室内機及び室外機等に更新すること。  

 

・機械棟１階 制御システム解析室 

天井カセット型 ３馬力 室内機１機・室外機１機 リモコン１台 

 

・機械棟２階 システム制御研究室 

天井カセット型 ３馬力 室内機１機・室外機１機 リモコン１台 

 

・機械棟２階 会議室 

   天井カセット型 室内機２機（３馬力×２）・室外機２機 リモコン２台 

 

・建設棟２階 土砂崩壊研究室 

天井カセット型 室内機２機（５馬力×２）・室外機２機 リモコン２台 

   ※既存の空調機は３馬力×２機 

 

・建設棟２階 土質力学実験室 

天井カセット型 ４馬力 室内機１機・室外機１機 リモコン１台 

 

・材料棟３階 機能性材料実験室 

   天井カセット型 ４馬力 室内機１機・室外機１機 リモコン１台 

 

・材料棟３階 放電化学実験室 

天井カセット型 室内機２機（４馬力×２）・室外機２機（もしくは８馬力マルチ１機） 

リモコン２台 

 

・材料棟４階 一般分析室及び暗室 

天井カセット型 室内機３機（４馬力×２＋２馬力）・室外機１機（１０馬力マルチ）リモコン３台 

 

・環境棟２階 研究討議室 

天井カセット型 ５馬力 室内機１機・室外機１機 リモコン１台 

 

 

 

 



４ 履行期間  

契約締結日から平成２５年１０月３１日まで  

 

 

５ そ の 他 

・ 施工日程については、事前に担当者と協議の上、工程表を提出し、担当者より承諾を得ること。 

    なお、当研究所の業務の都合により施工日は土・日・祝祭日となることがあるので留意すること。 

 

・ 設置に伴い必要となるリモコン工事、動力電源工事及び天井補修、塗装工事等並びに作業後の試運

転、調整作業を行うこと。 

 

・ 空調機の横に点検口がない場所には、点検口を設けること。 

 

・ 室外機のコンクリート基礎については、既存のものを活用できるものは活用し、できない場合は新

規製作とし、防振ゴムパット敷の仕様とすること。  

 

 

以  上 

 

 



【工事仕様】  

 
１ 共通仕様  

図書及び仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標
準仕様書(機械設備工事編)」並びに「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」（共に最新版）による。
使用する部材、工法、廃棄物処理等についてはグリーン購入法に適合するよう努めること。  

 
２ 法令等の取扱  

本工事を施工するにあたり法令等に制限を受ける場合には、該当法令等を遵守すること。  
 
３ シックハウス対策  

本工事に使用する材料は、規制対象外材料（Ｆ☆☆☆☆）のみを使用できるものとする。  
 
４ 軽微な変更  

軽微な変更を行う場合は、担当者の指示による。この場合請負金額の増減は行わない。  
 
５ 施工日程  

施工日程については事前に担当者と協議し決定すること。  
 
６ 光熱費  

工事中の電力・水道・ガス等は原則として支給する。ただし、電源については、使用量によっては「厚
生労働省節電実行計画」等の電力削減目標に抵触する恐れがあることから、電源を要する使用機材の簡単
な使用目的・使用個数・使用時間・使用電力量等の見込数値を経理第一係あて、任意の書面により事前報
告すること。  

 
７ 近隣対策  

近隣に対しては、工事中迷惑をかけないよう十分考慮して施工する。万一実害、クレーム等があった場
合は、請負者の負担において速やかに解決すること。  

 
８ 補償  

竣工後２ケ年間に、工事上の不備、不手際を生じた場合は、無償で速やかに解決すること。  
 
９ 現場復旧  

工事のため破損或いは損傷した部分は、担当者と打ち合わせの上、指定の仕様で復旧する。 
 
10 現場管理 

施工者は、「労働基準法」「労働安全衛生法」「建築基準法」「消防法」「電気技術基準」その他関
係法令に従って工事現場を管理し、労務の安全、衛生、その他風災害、火災、盗難、風紀、その
他の公害防止には注意すること。  

 
11 廃棄物処理  

発生材は速やかに搬出すること。止むを得ず工事用地内に一時的に集積する場合は、安全の確
保・粉じんの防止等の措置をとり、かつ整頓に努めて異種の発生材の混合を防ぐこと。  
また、関係法令に従って適法に処理し、必要に応じて産業廃棄物マニュフェストを提出するこ

と。このことは撤去工事による発生材の他、端材・梱包・工事従事者が現場で出すゴミ等につい
ても同様とする。  

 
12 現場養生等  

工事範囲及び搬入、搬出経路について適切に養生・清掃を行うこと。  
 

13 検査  
請負者は工事完了時に検査職員の竣工検査を受け、検査に受からなかった箇所については、速

やかに指示に従い補修すること。 
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